
1 

 

令和８・９年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借 仕様書 

調達件名 令和８・９年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借 

履行期間 契約締結日の翌日～令和 10年７月 31日 

仕様 

■タブレット （予定累計台月数：336） 

・iPad 第 10世代以降 又は同等以上の性能を有するもの 

・容量が 32GB 以上 

・Zoom及び Google Chromeをインストール済 

・SIM カード対応でインターネット接続が可能な製品または、別途タブレットと同数のポケット Wi-

fiに接続し、インターネット接続が可能な製品とする。 

・インターネットの通信品質については、以下のすべての条件を満たすこと。また、国内の通信

会社であること。 

①横浜アイランドタワー、新宿アイランドタワー及び一般的なビル（20 階程度）にて支障なく使

用できること。 

②月あたりの通信容量は無制限かつ連続使用による通信速度制限が生じないこと。 

（想定使用方法：午前 9 時～午後 9 時までの 10 時間連続のオンライン会議を最大連続

５日間） 

③下り最大速度が 500Mbps以上であること。 

・Apple IDの設定条件を提供すること。 

■ノートパソコン （予定累計台月数：216） 

・OS：Windows 11 

・ディスプレイサイズ：13.0 インチ～15.0 インチ 

・本体重量：1.4kg未満 

・CPU： intel Core i シリーズ（第 7 世代(Kaby Lake)以降）同等以上かつ Zoom ミーティングに

おいて 49人表示ができること 

・RAM：16GB 以上 

・カメラ及びステレオマイクを内蔵 

・主給電を USB Type-C とする PCに限る 

・SIM カード対応でインターネット接続が可能な製品または、別途ノートパソコンと同数のポケット

Wi-fiに接続し、インターネット接続が可能な製品とする。 

・HDMI ポート及びイヤホンジャック有 

・Zoom、Google Chrome 及び Microsoft Teams及びウイルス対策ソフトをインストール済 

・Microsoft Office（Word/Excel/PowerPoint）の最新版インストール済で、機構においてライセ

ンス購入等の追加費用を生じずに、各ソフトを機能の制限なく使用できること（Microsoft 365 

Business Standardプランに相当） 

・インターネットの通信品質について、以下のすべての条件を満たすこと。また、国内の通信会

社であること。 

①横浜アイランドタワー、新宿アイランドタワー及び一般的なビル（20 階程度）にて支障なく使

用できること。 

別冊 
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②月あたりの通信容量は無制限かつ連続使用による通信速度制限が生じないこと。 

（想定使用方法：午前 9 時～午後 9 時までの 10 時間連続のオンライン会議を最大連続

５日間） 

③下り最大速度が 500Mbps以上であること。 

■ポケットWi-Fi （予定累計台月数：552） ※ 

※タブレットおよびノートパソコンの SIMカード対応が不可の場合、それぞれに接続する同台数の

ポケットWi-Fiを用意いただく 

・内臓バッテリーによる駆動時間は３時間以上、同時接続台数は５台以上とする。 

・電源を入れて 10秒以内に起動すること。なお、「起動」は接続まで含まないものとする。 

・通信品質について、以下のすべての条件を満たすこと。また、国内の通信会社であること。 

①横浜アイランドタワー、新宿アイランドタワー及び一般的なビル（20 階程度）にて支障なく使

用できること。 

②月あたりの通信容量は無制限かつ連続使用による通信速度制限が生じないこと。 

（想定使用方法：午前 9 時～午後 9 時までの 10 時間連続のオンライン会議を最大連続

５日間） 

③下り最大速度が 500Mbps以上であること。 

■オンライン会議用集音ワイヤレスマイク （予定推計台月数：24） 

・10人程度の会議に使用できること。 

納品場所 

〒231-8315 

神奈川県横浜市中区本町六丁目 50番地１ 横浜アイランドタワー１３階 

独立行政法人都市再生機構 人事部企画課 

連絡先 045 ｰ 650 ｰ 0253 （担当：上ノ町） 

特記事項 

・業務の繁閑に応じて予定数量から賃借台数が増減する場合がある。また、履行期間の一部の

み賃借する場合がある。いずれの場合も事前に機構担当者より連絡を行う。 

・本契約は２年間の契約とするが、各年度の業務量や運用状況を踏まえ、賃借台数の増減につ

いては、年度ごとに協議のうえ変更できるものとする。 

・契約期間中に、OS、オンライン会議ツール、業務アプリケーション等の仕様変更又は更新によ

り、本仕様に基づく業務の実施に支障を生じるおそれがある場合は、落札者の負担により、必要

な対応（機器の交換、OS又はソフトウェアの更新等）を行うこと。 

・賃借期間が終了した機器は、全て落札者に返却する。 

・上記仕様について、すべてを満たした商品を納品日【令和８年７月 27日】までに納品すること。 

・故障や不具合が起こった際は交換に応じること。費用は発注者の過失による場合を除き落札者

の負担とする。 

・故障、劣化その他の理由により機器交換を行う場合は、当初納品した機器と同等以上の性能を 

有し、本仕様を満たす機器とすること。 

・納品及び返却に係る一切の費用は落札者の負担とする。 

・年間通しての運用計画については別紙に記載する。 
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※タブレットおよびノートパソコンの SIM カード対応が十分に可能な場合、ポケットWi-fiについては調

達不要。 
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別紙 

◆運用計画 

単位：台月 

項目 

R８年度 R９年度 R10 年度 計 

8 月 9 月 
10

月 

11

月 

12

月 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

10

月 

11

月 

12

月 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月  

タブレット 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 336 

ノート 

パソコン 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 216 

(ポケット

Wi-Fi)※ 
(23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (552) 

ワイヤレス

マイク 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

合計 

(ポケット

Wi-Fi 

使用の場合) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

24 

(47) 

576 

(1,128) 

※タブレットおよびノートパソコンの SIM カード対応が十分に可能な場合、ポケット Wi-fiについては調達不要。 

以 上  


